
三浦バイオマスセンターの視察等に関する規程 

三浦地域資源ユーズ株式会社 

（目的） 

第 1条 この規程は、三浦バイオマスセンター(以下「本施設」という。)に研修・学習・

研究等のため視察に訪れる人々(以下「視察者等」という。)に対して、その目的

に対応した説明や施設案内等のサービスを提供する内容について明らかにすると

ともに、本施設が資源循環型施設として広く普及啓発されてより良い地域社会の

発展に貢献できるための諸費用の一部に充てるために視察者等から徴収する視察

料及びその減免規定を定めることを目的とする。 

 

（提供するサービスの内容） 

 第２条 視察者等の視察の目的によって、提供すべきサービスを定めることとするが、

基本的サービスとしては以下のとおりとする。 

    (１)本施設を紹介するカラーパンフレット(A3版両面印刷)の提供＝原則として

１人につき１枚 

    (２)三浦地域資源ユーズ株式会社と本施設を紹介する DVD の上映 

    (３)本施設の施設・プラント等の視察・案内(但し、運転作業に支障をきたさぬ範

囲) 

    (４)上記(２)の DVD を上映するための管理棟地上１階会議室の利用と放映 

    (５)視察者等が車輌で訪れる場合の駐車場の提供 

    (６)視察者等との質疑応答及び意見交換機会の確保 

    (７)その他視察者等が求め、当社との間で合意したサービス 

 

（当社としての普及啓発活動等） 

 第３条 本施設に視察等に訪れる者を誘致し、本施設の資源循環型施設としての宣伝啓

発を行い、より良い地域社会の発展に貢献するため、市内宿泊施設や市内外の環

境・教育・観光などの関係団体等に働きかけ又は連携することとする。 

 

（視察の申込方法と視察料及び減免制度） 

 第４条 本施設の視察者等は、原則として視察日の１ヶ月前迄に別紙１により必要事項

の全てを記入して申込まなくてはならない。 

   ２ 申込みがあった場合、当社は日時や提供サービスの内容等について審査等を行

い、支障がないと判断した時は申込者に対して、別紙１の下段により承諾しなけ

ればならない。 

   ３ 視察料は以下のとおりとする。 

 
大人 １人 500 円 中・高校生 １人 200 円 小学生以下は無料 

 



   ４ 以下の場合は、視察料を減免する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附則） 

 １、この規程は、平成 22 年 11 月１日から施行する。 

 ２、この規程に定めるもののほか、必要な事項については当社代表取締役の判断すると

ころとする。 

 平成 23 年 3 月 15 日 一部改正 

 平成 30 年 11 月９日 一部改正 

（以上）   

 

区分 減免の条件 

１
／
２
減
額 

ア、三浦市以外の中・高校等の児童・生徒の環境教育等の一環

としての施設見学 

イ、三浦市民の生活向上や環境向上に貢献・寄与している又は

しようとする団体等の視察 

ウ、当社運営への貢献や三浦市政運営に社会貢献している又は

しようとする団体等の視察 

エ、視察に際し事前に内容等の協議で来社・打合せの場合（い

わゆる下見） 

オ、その他、１/２減額の必要があると認めた場合 

全
額
免
除 

ア、当社の出資団体の視察 

イ、地元３区の住民や関係漁業者の視察 

ウ、三浦市議会議員と三浦市の行政委員会委員等の視察 

エ、当社の設立や審査委員会及び本施設の整備・運営に関与し

た又は関与する団体の視察 

オ、三浦市職員の研修目的の視察 

カ、国及び県の環境・農政分野の職員･行政委員等の視察。 

キ、三浦市内の中・高校の生徒の環境教育等の一環としての施

設見学（含、引率する教員等） 

ク、当社と本施設の運営・管理に貢献・寄与した又はしている

団体等の視察 

ケ、その他、全額免除の必要があると認めた場合 

 


